
   
峯
山
藩
主
京
極
家
の
ご
縁

　

当
社
は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
、

讃
岐
の
金
毘
羅
大
権
現
の
ご
分
霊
を
勧

請
し
て
創
建
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は

時
の
峯
山
藩
七
代
藩
主
京
極
高
備
公
の

大
き
な
ご
事
蹟
と
し
て
今
に
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
証
と
し
て
今
も
ご
本
殿
両
脇
に

一
対
の
青
銅
燈
籠
が
あ
り
ま
す
。
文
政

七
年
（
一
八
二
四
）
に
高
備
公
と
次
男

の
高
聰
公
の
名
で
奉
献
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

長
男
高
寧
公
に
早
逝
さ
れ
、
高
聰
公

を
跡
取
り
に
決
め
ら
れ
た
頃
の
奉
献
で
、

こ
ん
ぴ
ら
さ
ま
の
ご
神
威
を
授
か
ろ
う

と
祈
願
を
修
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

丹
後
国
で
江
戸
時
代
を
通
し
て
明
治

維
新
ま
で
治
め
ら
れ
た
の
は
峯
山
京
極

家
だ
け
で
す
が
、
歴
代
が
苦
慮
さ
れ
た

の
は
次
代
へ
の
家
督
継
承
で
す
。
特
に

高
備
公
は
お
世
継
ぎ
で
最
も
苦
労
さ
れ
、

家
門
と
領
地
の
繁
栄
を
祈
ら
れ
た
お
心

が
今
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

治
政
二
五
〇
年
の
間
峯
山
藩
領
内
の

神
仏
へ
の
信
仰
も
篤
く
、
代
々
の
ご
事

蹟
が
今
も
多
く
の
寺
社
に
奉
納
物
や
ご

社
殿
、
書
物
や
史
料
な
ど
の
貴
重
な
ご

縁
の
証
と
し
て
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。

き
ょ
う
ご
く
た
か
ま
さ

た
か
と
し

た
か
や
す
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の
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京
極
典
子
様

京
極
典
子
様 

ご
逝
去

ご
逝
去

　

京
極
典
子
様
に
は
三
月
二
十
六
日

東
京
に
て
一
〇
二
歳
の
生
涯
を
閉
じ

ら
れ
ま
し
た
。

　

典
子
様
は
現
十
六
代
高
幸
様
の
ご

母
堂
で
、
十
四
代
高
頼
公
の
娘
と
し

て
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
の
お
生

ま
れ
、
ご
夫
君
は
但
馬
出
石
藩
士
の

加
藤
家
か
ら
婿
と
し
て
お
迎
え
に
な

っ
た
十
五
代
高
鋭
公
で
、
昭
和
九
年

の
ご
婚
礼
で
峰
山
に
お
国
入
り
さ
れ

た
際
の
写
真
も
残
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
後
戦
中
疎
開
で
峰
山
で
お
過
ご
し

に
な
ら
れ
て
い
て
、
当
時
の
麗
し
い

お
姿
が
今
も
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

在
り
し
日
の
お
姿
を
お
偲
び
し
、

謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
殿
両
脇
の
青
銅
燈
籠
の
竿
に
は
、

『
奉
献 
従
五
位
下
周
防
守
京
極
氏
源

高
備
』
（
本
殿
南
側
の
燈
籠
）

『
奉
献 

従
五
位
下
備
後
守
京
極
氏
源

高
聰
』
（
北
側
の
燈
籠
）
と
あ
り
、
両

方
の
裏
に
は
『
文
政
七
甲
申
年
六
月
』

と
刻
字
が
あ
り
ま
す
。

　

緻
密
な
細
工
が
随
所
に
施
さ
れ
、

笠
・
火
袋
・
台
座
を
は
じ
め
「
竿
」
と

呼
ば
れ
る
柱
部
分
ま
で
す
べ
て
が
六
角

に
統
一
さ
れ
た
特
別
な
物
で
、
奉
献
者

の
信
仰
の
深
さ
が
伺
え
ま
す
。

　

長
男
高
寧
公
に
早
逝
さ
れ
、
跡
取
り

に
決
め
ら
れ
た
高
聰
公
と
二
方
の
名
前

で
奉
献
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
備
公
の
父
六
代
高
久
公
は
峯
山
の

分
家
で
旗
本
の
京
極
家
か
ら
の
ご
養
子
、

父
君
が
江
戸
幕
府
の
要
職
若
年
寄
を
務

め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
代
わ
り
に
高
備

公
が
藩
の
政
務
を
執
っ
て
い
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
高
久
公

が
亡
く
な
っ
て
跡
を
継
ぐ
と
、
幕
府
で

大
番
頭
を
経
て
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
、

父
君
と
同
じ
若
年
寄
に
任
ぜ
ら
れ
ま
す
。

金
毘
羅
権
現
勧
請
の
翌
年
の
こ
と
で
す
。

　

残
念
な
が
ら
高
聰
公
は
家
督
を
継
ぐ

こ
と
な
く
、
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）

に
三
十
二
歳
の
若
さ
で
先
立
ち
ま
す
。

三
男
四
男
は
既
に
他
家
に
養
子
に
出
さ

れ
て
い
た
た
め
、
天
保
三
年
（
一
八
三

二
）
家
督
を
五
男
の
高
倍
公
に
譲
っ
て

隠
居
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
八

代
高
倍
公
と
さ
ら
に
そ
の
跡
を
継
い
だ

七
男
の
九
代
高
鎮
公
が
わ
ず
か
な
間
に

自
身
に
先
立
っ
て
次
々
と
早
世
す
る
な

ど
、
苦
難
の
晩
年
を
過
ご
さ
れ
、
天
保

六
年
（
一
八
三
五
）
に
七
十
六
歳
で
亡

く
な
ら
れ
ま
す
。

　

藩
主
の
家
督
を
守
り
伝
え
る
こ
と
は

大
変
な
ご
苦
労
で
、
特
に
医
薬
の
技
が

進
ん
で
い
な
い
時
代
の
こ
と
、
家
門
の

繁
栄
を
神
仏
に
頼
る
こ
と
が
何
よ
り
不

可
欠
な
こ
と
で
し
た
。

　

二
五
〇
年
間
の
数
々
の
ご
事
蹟
が
遺

る
寺
社
に
は
そ
の
ご
苦
労
を
顕
彰
し
、

伝
え
て
い
く
使
命
が
ご
ざ
い
ま
す
。

た
か
ひ
さ

た
か
つ
ね

た
か
ま
す

た
か
よ
り

た
か
と
し

 
　

京
極
高
備
公
の
ご
事
蹟

京
極
高
備
公
の
ご
事
蹟

長
男
高
寧
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れ

跡
取
り

に
決
め
ら
れ
た
高
聰
公
と
二
方
の
名
前

で
奉
献
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
と
な
く

文
政
十

に
三
十
二
歳
の
若

三
男
四
男
は
既
に

七代京極高備公肖像画　常立寺所蔵

が

い

す

ま
れ

ご
夫
君
は
但
馬
出
石
藩
士
の

加
藤
家
か
ら
婿
と
し
て
お
迎
え
に
な

っ
た
十
五
代
高
鋭
公
で
、
昭
和
九
年

の
ご
婚
礼
で
峰
山
に
お
国
入
り
さ
れ

た
際
の
写
真
も
残
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
後
戦
中
疎
開
で
峰
山
で
お
過
ご
し

に
な
ら
れ
て
い
て
、
当
時
の
麗
し
い

お
姿
が
今
も
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

在
り
し
日
の
お
姿
を
お
偲
び
し
、

謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。

よ
り
不

蹟
が
遺

顕
彰
し
、

す
。

た
か
と
し

す

震災前は拝殿前回廊の横にあった

緻密な細工が施されている　高備公奉献の刻字(右上)

昭和9年 京極家廟所御門前 典子様（95歳頃）

ご
婚
礼
で
お
国
入
り
の
際（
常
立
寺
所
蔵
）

右・典
子
様　

中・高
頼
公　

左・高
鋭
公

　

京
極
家
御
廟
所
の
惨
状

京
極
家
御
廟
所
の
惨
状

　

峯
山
藩
京
極
家
の
菩
提
寺
は
峰
山
町

吉
原
の
安
泰
山
常
立
寺
で
初
代
高
通
公

以
来
歴
代
藩
主
の
菩
提
が
弔
わ
れ
て
い

ま
す
。
ご
本
堂
内
に
は
位
牌
堂
が
設
け

ら
れ
、
境
内
の
最
も
奥
に
御
門
を
構
え

た
京
極
家
墓
所
が
あ
り
ま
す
。
急
峻
な

谷
地
で
鬱
蒼
と
し
た
木
々
に
囲
ま
れ
た

荘
厳
な
雰
囲
気
の
場
所
で
す
。

　

平
成
二
十
七
年
十
月
、
こ
の
周
囲
の

急
峻
な
斜
面
に
立
つ
大
木
が
倒
れ
墓
石

群
を
直
撃
、
十
数
基
の
墓
標
と
周
囲
を

囲
む
玉
垣
が
悉
く
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

　

相
当
な
枝
ぶ
り
の
大
木
で
復
旧
は
大

事
業
に
な
る
こ
と
か
ら
、
し
ば
ら
く
そ

の
ま
ま
の
状
態
で
し
た
が
、
こ
れ
ま
で

に
常
立
寺
様
と
市
内
造
園
業
者
さ
ん
の

厚
意
で
倒
木
だ
け
は
撤
去
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
今
も
墓
石
群
倒
壊
の
惨
状
が
続

き
、
今
後
復
旧
と
土
砂
の
撤
去
作
業
に

取
り
か
か
ら
れ
る
運
び
で
す
。

　

峯
山
藩
京
極
家
墓
所
は
、
当
社
同
様

昨
年
度
か
ら
設
け
ら
れ
た
京
都
府
暫
定

登
録
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
て
、

府
市
の
指
導
や
補
助
を
い
た
だ
き
な
が

ら
の
復
旧
事
業
計
画
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
元
の
状
態
に
戻
す
だ
け
で

は
周
囲
斜
面
が
危
険
な
状
況
の
ま
ま
で
、

同
様
の
被
害
に
見
舞
わ
れ
る
恐
れ
は
残

り
ま
す
。
復
旧
以
降
の
整
備
事
業
を
計

る
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
参
り
ま
す
。

　

こ
の
峰
山
に
と
っ
て
も
京
丹
後
に

と
っ
て
も
第
一
級
の
文
化
財
で
あ
り
、

我
々
市
民
が
長
く
顕
彰
し
守
り
伝
え
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
場
所
で
、
何
よ
り

歴
代
藩
主
の
御
霊
安
ら
か
に
お
休
み
い

た
だ
く
こ
と
が
願
わ
れ
ま
す
。

　

典
子
様
に
も
此
処
に
お
休
み
い

た
だ
く
そ
う
で
す
が
、
ご
納
骨
は

墓
所
の
現
状
を
鑑
み
、
復
旧
を
果

た
さ
れ
た
後
、
一
周
忌
に
あ
わ
せ

て
行
わ
れ
る
と
承
っ
て
お
り
ま
す
。

た
か
み
ち

れ
る
運
び
で
す

た
だ
く
こ
と
が
願
わ
れ
ま
す
。

取
り
か
か
ら

倒木撤去前の惨状

被災前の墓所
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山
本
一
之

 

役
員
総
代
就
任
の
お
知
ら
せ

増　

田　
　
　

晋　

殿

（
増
錬
工
業
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
）

総
代
を
委
嘱
し
ま
す
。

　

平
成
三
十
年
一
月
一
日
付

井　

上　

五　

朗　

殿

（
金
刀
比
羅
神
社 

総
代
）

責
任
役
員
を
委
嘱
し
ま
す
。

　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
付

寺　

田　

義　

弘　

殿

（
社
会
福
祉
法
人
み
ね
や
ま
福
祉
会 

理
事
）

総
代
を
委
嘱
し
ま
す
。

　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
五
日
付

　
中　

山　
　
　

力

中　

山　
　
　

力 

殿
（
六
十
七
歳
）

　

金
刀
比
羅
神
社 

責
任
役
員
は

　

一
月
十
五
日
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

　

中
山
氏
は
、
平
成
十
七
年
四
月
に

金
刀
比
羅
神
社
総
代
、
平
成
二
十
四

年
五
月
に
は
責
任
役
員
に
就
任
さ
れ
、

長
年
神
社
の
護
持
に
奉
仕
さ
れ
ま
し
た
。

　
茲
に
ご
生
前
の
ご
功
労
を
謝
し
、

謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。

弔　

慰

　

慰

　


